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はじめに 

近年、日本各地において自然災害が発生しています。 

風水害については、平成 30年７月豪雨をはじめ、９月には台風第 21号、10月には台風第

24 号と、各地に甚大な被害をもたらしました。また、地震については、令和６年１月に最大

震度７の能登半島地震が発生し、道路や水道管などのインフラが甚大な被害を受けました。

近い将来、首都直下地震、南海トラフ巨大地震などの大規模地震の発生も懸念されています。 

こうした災害による被害を最小限に抑え、ひとりでも多くの市民の生命および財産を守る

ためには、「自分の身は自分で守る」という「自助」、地域における助け合いによって、「自分

たちの地域は自分たちで守る」という「共助」、そして、それを補う行政機関による「公助」

のそれぞれが役割を果たすために、それぞれが災害対応力を高め、連携を図っていくことが

大切になります。 

本手引きは、障がいのある方に災害に対する備えや、命を守る適切な避難行動について、

また、市民の皆さんに障がいのある方に対する支援方法などを紹介しています。この手引き

を各地域における共助の取り組みに積極的に活用いただき、地域の皆さんが普段から障がい

のある方と関わり支え合っていくことができる地域づくりを進めることの手助けになれば幸

いです。  

一人ひとりや家庭で日ごろから防災意識

を高め、食料の備蓄や家具の転倒防止、ハ

ザードマップや避難所、避難経路の確認

など、自らが災害に備えることです。 

自分の身を守ったうえで、地域の

方々と協力し合い、ご近所の方の避

難や避難所生活の協力など、周りの

人たちと助け合うことです。 
市役所や消防・警察などの行政機

関による防災の取り組みや救助、

避難生活期の公的な援助などのこ

とです。 
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「自助」について<障がい者向け> 

 防災の基本は、「自助」です。 

 「自助」とは、自分の身は自分で守るということです。 

 普段から、自分の生活空間を安全にすることは自分にしかできないことです。また、災害

発生時に、家族の安否確認、病気の家族や災害でケガをした家族への対応もまずは自分です。 

 災害時においては、自分の手で自分と財産を守り、家族を助ける、備えと行動が重要です。

以下では災害発生前の備え、災害発生後の行動の手引きを記載しています。 

 

１災害発生前の備えをしておきましょう 

＜ポイント＞ 

①家族や支援者など災害時の避難方法や複数の避難場所、家族の集合場所などを決めておき

ましょう。 

②地域との交流が大切です。普段からご近所にあいさつをしたり、地域の活動に参加するな

どし、近所の方、自治会などとの交流を持つように心がけましょう。 

③地域の防災訓練に積極的に参加し、避難場所を確認したり、消火器の使い方を覚えるなど、

災害発生時の行動を実践しておきましょう。訓練の場で地域の方とのコミュニケーション

を深め、どのような手助けが必要かを話しておくことが、いざというときに役立ちます。

家族の方もできるだけ、障がい者本人と一緒に参加しましょう。 

 

(1)環境整備は十分ですか(確認できた項目にチェックを入れましょう) 

①普段の暮らしの環境を整備しましょう 

□家の耐震診断、耐震補強 

□家具の転倒防止、照明器具などの落下防止 

□重い物や割れ物を高いところに置かない 

□屋外までの避難経路に物を置かない 

□窓ガラスが割れたときの飛散防止策（カーテンを引く、フィルムを貼る） 

□食器棚の扉が地震で開かないような施錠器具の設置 

□火元への消火器の設置 

 

②普段使用している福祉用具、補装具の点検・整備をしておきましょう 

□車いすや杖、歩行器は普段からそばに置く 

□車いすのタイヤの空気圧や動作の確認 

□杖や歩行器の損傷確認 

□バッテリーで動くもの(電動車いすなど)の常時の充電 
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③避難場所•避難経路を確認しましょう 

□生活している部屋から屋外への避難経路の確認 

□屋外までの経路の段差や移動の妨げになる所、物の解消 

□避難する際は、電源ブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉める、戸締りをする 

□自分の避難場所の確認（災害の種類によって避難場所が違う場合もあります） 

□避難場所までの経路と距離、時間、避難所設備の確認 

□避難場所までの複数の経路の設定 

□避難時に使用するヘルメット、履物、軍手の準備(ガラス等の破片によるケガ防止のため) 

□支援者に伝えられるよう室内→屋外→避難所の移動手段の検討 

 

(2)災害に備えて用意しておくもの(チェックリスト) 

災害に備え、ひとまとめにして、決まったところに保管しておきましょう。 

①非常時のために備えておくもの 

□水（大人１人に対し１日３リットルを７日分、生活用水は浴槽などに貯水） 

□燃料（カセットコンロ、ボンベや固形燃料など）、ライター 

□食料品（米、缶詰、乾麺、ビスケット、クラッカー等７日分） 

□ヘルメット 

□懐中電灯、ラジオ 

□ホイッスル 

□ポータブルトイレ 

水や食料品は、日ごろから多めに買い置きしておき、賞味期限の古いものから消費し、消費

したら買い足すことで、常に一定の食料品が家庭で備蓄されている状態を保ちましょう。 
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②非常用持出品 

非常食 

□缶詰、カンパン等 

□飲料水 

救急•衛生用品 

□常用薬•お薬手帳のコピ

ー 

□生理用品 

□マスク 

□アルコール除菌シート 

□ティッシュペーパー 

□包帯、絆創膏、消毒薬な

ど 

避難用品、その他 

□ヘルプカード 

   （28ページ） 

□ヘルメットなど頭部を

まもるもの 

□缶切り、栓抜き、ナイフ 

□割りばし 

□ろうそく、ライター 

□懐中電灯、ラジオ 

□筆記用具 

□ホイッスル 

□ドライシャンプー 

□耳栓 

□白杖（視覚障がい者の

方） 

□ストマ用装具／埋込型

用人工鼻 

□人工呼吸器用自家発電

機（ポータブルバッテリ

ー） 

 

貴重品 

□現金 

□通帳•キャッシュカード

•印鑑 

□保険証等・各種受給者証 

□障害者手帳 

生活用品 

□洗面用具 

□タオル 

□ビニール袋 

□時計 

□携帯電話等の充電器や

モバイルバッテリー 

□使い捨てカイロ 

 

衣類 

□下着、着替え 

□雨具 

□スリッパ 

□ジャンパー・セーター 

□予備のメガネ 

□軍手 

 

 

(3)障がいに応じた準備 

①肢体の不自由な方 

●災害発生時の安全確保について考えておきましょう 

・寝室は、なるべく落下物や倒れてくる家具などが少ない安全な空間を確保しましょう。 

・頭部を守る物(ヘルメット•防災ずきん)を手の届く所に置いておきましょう。 

・車いすや杖などは、暗闇でもわかるように、蛍光シールを貼っておきましょう。 

●避難時のことや避難先のことを考えておきましょう 

・避難場所や希望する避難所を調べておきましょう。(距離、設備などを考慮) 

・避難経路の確認をしましょう。(居室から脱出口、避難所までの経路、車いすで通れるかな

ど) 

・救助をお願いする人との連絡方法を確認しましょう。(災害時の救助をお願いしておきまし

ょう) 

・簡易担架や担架の代わりになるようなものを用意しておきましょう。 

●透析患者の場合は、かかりつけの病院等が被災した際の対応を確認しておきましょう 

●非常用持出品を用意しておきましょう 

・車いすが使えないことも考えて準備しましょう。(おぶい紐、杖など) 
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●福祉用具の点検及び整備をしましょう 

・福祉用具の備品などの確認も忘れずに行いましょう。 

・救助する方に分かりやすいところに置いておきましょう。 

・災害で故障したり壊れたりしないように保管場所の確認をしましょう。 

・電動車いすなどの予備のバッテリー、充電器具を非常持出袋に用意しておきましょう。 

【確認！】 

□車いすの点検・メンテナンス 

□電動車いすのバッテリーの充電 

□走行時の異音・ブレーキの効き具合 

□タイヤの空気圧・ガタつき 

□シートの損傷・たるみ・各所のネジのゆるみ 

□可動部の異音・給油・調整 

 

②目の不自由な方 

●避難場所及び避難所を確認しましょう 

・避難場所までの経路は、支援者の方と一緒に実際に歩いて決めましょう。 

●家の中の家具の配置を常に一定にし、安全な空間を確保しておきましょう 

●災害情報をすぐに入手するために、ラジオを身近な場所に置いておきましょう 

●安全な避難について考えておきましょう 

・避難場所、避難所へ繰り返し訪れて経路を確認しておきましょう。 

・ホイッスル(笛)、軍手、くつなどを身近に置いておきましょう。  

●非常用持出品を用意しておきましょう 

・白杖、点字盤、携帯ラジオは必携です。(暗闇でも認知されやすいように白杖に蛍光テープ

などを貼っておきましょう) 

・視覚障がい者災害支援用ビブス（28ページ）を準備しておきましょう。 

・盲導犬を連れている方は、ドッグフードや水の備蓄を多めにしておきましょう。 

 

③耳または話すことが不自由な方 

●正確な情報の入手方法を考えておきましょう 

・地域の防災訓練に参加し、緊急時にはメモで情報を伝えてほしいと依頼しておきましょう。 

・久喜市メール配信サービス（29 ページ）•防災アプリ（28 ページ）の登録をしておきまし

ょう。 

●自分からの情報伝達手段を考えておきましょう 

・どこでも筆談ができるよう、筆記用具、メモ用紙を携帯しましょう。 

・携帯電話などのメール機能、携帯電話の災害用伝言板、FAX を確認しておきましょう。 

・会話カードを作っておきましょう。「避難場所に案内してください」「電話をかけてくださ

い」「どんな状況かを書いて教えてください」など 

●非常用持出品を用意しておきましょう 
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・自分の存在を相手に伝えるために、懐中電灯やホイッスル(笛)を携帯しましょう。 

・聴覚障がい者災害時支援バンダナ（28ページ）を準備しておきましょう。 

・補聴器や人工内耳用電池、ペンと筆談用紙、「耳マーク」などの聴覚障がい者とわかるマー

クなど準備しておきましょう。 

※補聴器など福祉用具は、災害時に破損しないよう注意しましょう。 

 

④目と耳の不自由な方 

●避難場所及び避難所を確認しておきましょう 

・避難場所までの経路は、支援者の方と一緒に実際に歩いて決めておきましよう。 

●地域の方たちと日ごろからコミュニケーションをとるようにしましょう 

・日ごろから近所に「盲ろう者」が暮らしていることを知っておいてもらい、近所の方から

も情報を知らせてもらえるような交流に努めましょう。 

・家族や支援者以外にも、災害時に救助をしてくれる方を見つけ、お願いしておきましょう。 

・地域の防災訓練に参加し、災害時の必要な支援について話し合っておきましょう。 

 

⑤内部障がい.難病のある方 

●非常用持出品を用意しておきましょう 

・薬剤や装具、特殊食品、医療機器については、かかりつけ医や看護師、訪問看護ステーショ

ンのスタッフ、薬局の薬剤師、装具•酸素などの供給業者と、障がいの種類などに応じて具体

的に緊急時の対応を相談しておきましょう。 

・最新の薬の処方せん明細または投薬説明文、お薬手帳を携帯電話やスマートフォンに写真

で記録したり、コピーを保管しておきましょう。 

・災害時に支援を受けられる医療機関や医療機器メーカーなどの連絡先リストを用意してお

きましょう。 

●治療やケアが中断しない対策を立てておきましょう 

・かかりつけの医療機関に、薬の確保、医療器材(ストマ、カテーテル、ウロバックなど)の確

保などを相談しておきましょう。 

・かかりつけの医療機関に緊急時の対応などを相談しておきましょう。 

(例えば、人工透析している方、特殊な治療食が必要な方、食事制限している方、特殊な装具

や医療機器を使用している方〔ペースメーカー、人工呼吸器などの生命維持装置など〕、酸素

療法をしている方など) 

・医療機器が故障したときのために、医療機器メーカーの緊急時の連絡方法を調べておきま

しょう。 

・家族にも緊急時の対処法をよく説明し、理解してもらいましょう。 

・避難所の設備や環境を確認し、必要な準備をしておきましょう。 
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⑥知的障がいのある方 

●ひとりでいるときや家族や仲間とはぐれた場合のことを家族で話し合っておきましょう 

・災害発生時の身の守り方を確認しておきましょう。(あわてて急に走ったり、外に飛び出さ

ないようにするなど) 

・避難場所、または待ち合わせの場所や連絡方法を確認しておきましょう。 

・困ったことがあれば、周りの人に助けを求められるよう、日ごろから本人に意識づけてお

きましょう 

・災害時に支援が必要なことを書いたヘルプカードを携行しましょう。 

・身元や連絡先等が確認できる名札などを衣服やカバンなどに縫いつけておきましょう。 

●避難場所や避難所に実際に行って、避難経路を覚えておくよう心掛けましょう 

●非常用持出品を用意しておきましょう 

・最新の薬の処方せん明細または投薬説明文、お薬手帳を携帯電話やスマートフォンに写真

で記録したり、コピーを保管しておきましょう。 

・避難先で落ち着けるものや安心できるもの(いつも使っているお気に入りのもの)を用意し

ておきましょう。 

●地域の避難訓練などに参加(体験)することによって、普段から付き合いのない方との集団

行動や、見知らぬ方からの声掛けに慣れておきましょう 

●ストレスのかかる避難所での生活についても家族で話し合い、対策を考えておきましょう 

 

⑦精神障がいのある方 

●最低３日分の薬と処方せんのコピーなどを携行しましょう 

・保険証等、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、自己負担上限額

管理票(精神通院指定医療機関、薬局)を準備しておきましょう 

●かかりつけの医師に相談しましょう 

・合併症があったり、被災のストレスで病状の悪化が心配な人は、その対応を相談しておき

ましょう。 

・継続した治療が受けられるか、薬を処方することができるかなどを相談しておきましょう。 

●非常用持出品を用意しておきましょう 

・最新の薬の処方せん明細または投薬説明文、お薬手帳を携帯電話やスマートフォンに写真

で記録したり、コピーを保管しておきましょう。 

●付き合いのある身近な人など、災害や緊急時に相談できる人をつくり、混乱しても忘れな

いよう名前や連絡先を書き留めておきましょう 

●不安などで体の調子が悪くなったら、無理をせず、周囲の人に自分の状況を伝えて、助け

を求めましょう 

 

⑧発達障がいのある方 

●被災した時のことなどを、家族で話し合っておきましょう 
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・自宅、学校、職場、通所施設などにいるときの避難場所を確認しておきましょう。 

・避難場所に実際に行って、場所や経路を覚えておくようにしましょう。 

・災害発生時の身の守り方、家族との連絡方法、困ったときにまわりの人に助けを求める方

法などを確認しておきましょう。 

●非常用持出品を用意しておきましょう 

・最新の薬の処方せん明細または投薬説明文、お薬手帳を携帯電話やスマートフォンに写真

で記録したり、コピーを保管しておきましょう。 

・独自の服用方法があるときは、そのことをサポート手帳に記入しておきましょう。 

・自分が食べられる非常食や飲み物を用意しておきましょう。 

・避難先で落ち着けるものや安心できるもの(いつも使っているお気に入りのもの)を用意し

ておきましょう。 

・周囲の音や人が気になる場合は、耳栓やアイマスクがあると落ち着けることがあります。 

●地域の人たちと交流を深め、発達障がいについての理解を深めましょう 

 

⑨医療的ケアが必要な方 

●緊急時の連絡先を確認しておきましょう 

・かかりつけ医、訪問看護師、保健師、利用している機器のメーカー、ライフライン事業者な

どの連絡先を事前に確認しておきましょう。 

・最新の薬の処方せん明細または投薬説明文、お薬手帳を携帯電話やスマートフォンに写真

で記録したり、コピーを保管しておきましょう。 

●医療器具の予備や電源を確認しておきましょう 
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２災害発生時どのように行動すればよいか 

くポイント> 

①状況に応じた対処をしましょう 

・災害の種類やその時いる場所によって、対処の仕方が違います。この防災の手引きを参考

にその状況に合った行動をしましょう。 

・障がい者を含む多くの災害時要援護者は、素早い避難行動が困難です。災害情報から避難

の緊急性を考えて早めの避難対処を判断しましょう。 

②被害の拡大を未然に防ぎましょう 

・あわてずに冷静に行動し、自分の身を守り、被害の拡大や二次災害を防ぎましよう。 

・障がいや体の状態により自分の力で判断や行動がとれない場合は、無理をせずに周囲の人

に助けを求めましょう。 

 

①初期対応として、まずは自分の身を守りましょう 

●地震のときは、まずは自身の安全を確保しましょう 

・丈夫なテーブルや机の下にもぐり、頭を守りましょう。もし困難な場合は、布団の下にも

ぐり、座布団やクツションなどで頭を守るようにしましょう。 

・座る、這うなど姿勢を低くし、何かにつかまり身体が放り出されないようにしましょう。 

・屋外にいるときは、建物や倒れるものから離れ、落下物に注意しましょう。 

●火災のときは、すぐに近所の人に知らせ、助けを求めましょう 

・初期消火は大事ですが、自分で火を消すことができないと思ったら、無理をせず早く逃げ

ましよう。 

●火事のときや倒壊した家に閉じ込められたり、ひとりで脱出できないときは、笛やブザー

などで大きな音をたてて助けを呼びましょう 

 

②現状を確認・待機しましょう 

●すぐにあわてて外に飛び出すと危険です。まわりの状況を見て落ち着いて行動しましょう 

●避難できなかった場合は、一番安全と思われる場所で救助が来るのを待ちましょう 

・市の防災情報など正しい情報を集めましょう。また、家族や支援者などに自分が無事であ

ることなどを連絡しましょう。 

●地震の場合、以下のように対応しましょう 

・電源ブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。 

・ガスもれの危険があるので、不用意に火気を使用しないようにしましょう。 

・出入り口の扉や窓などを開けて、逃げ場を確保しましょう。 

●救助を依頼しましょう 

・家族、親戚、近所の人、友人、自主防災組織など、あらかじめ救助を依頼する人を決め、支

援をお願いしておきましょう。 

●貴重品、薬、必要な装具など、非常時の持出品がそろっているかを確認しましょう 
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③避難をしましょう 

 どんなに準備を整えていても「想定外」な状況になり、避難行動や身を守ること、まわり

の状況判断ができない事態が起きるかもしれません。ひとりで行動することを避け、できる

だけ集団で行動するようにしましょう。 

●支援者に避難所までの誘導を頼み、非常用持出品を持って避難しましょう 

●地震や竜巻のときは、がれきや飛散したガラスなど足元の落下物に気をつけましょう 

●外出中の家族には、避難先などを書いた連絡メモを残しましょう 

●水害のときは、風雨や飛来物に気をつけ、手をつないだり体をロープで結んだりして、誰

かと一緒に避難しましょう 

●狭い路地や切れて垂れ下がっている電線など、危険を避けて避難しましょう 

 

目の不自由な方 

 災害時は、いつもと同じように歩行することが難しい状況です。ひとりで行動することを

控え、できるだけ援助を待つか、周囲の人に救助を頼み、誰かと一緒に避難しましょう。 

●安全な避難と周囲の協力が必要です 

【火事の時は】 

・火の気を感じたら大声で助けを呼び、煙に気が付いたら頭を低くして避難しましょう。 

【地震の時は】 

・散乱したガラス等でケガをしないように、軍手やくつ等を着用し、家の中でも白杖を使い

ましょう。 

・揺れが収まったら、家族や近所の人に火気の確認をお願いしましょう。 

・外出時の場合は、揺れが収まったら近くの人に助けを求め、周囲の状況を説明してもらい

ましょう。 

●周囲の状況を把握しましょう 

・近くにいる家族や支援者、近所の人に連絡をして、状況を知らせてもらいましょう。 

 

目と耳の不自由な方 

●動き回らず支援者を待ちましょう 

・室内でもくつを履きましょう。防災頭巾やヘルメットをかぶりましょう。盲ろう者ステッ

カーを着衣の見えやすいところにつけましよう。 

•支援者が入れるよう玄関を開けたままにしましょう。 
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知的・精神・発達障がいのある方 

●とにかく身を守り、落ち着いて行動しましょう 

●混乱して自分で決められないとぎは、家族や支援者、周りの人に助けを求めましょう  

【ひとりで電車やバスに乗っているときや、駅にいるときに大きな地震があったら】  

・駅員や運転手の言うことをよく聞きましょう。 

・落ち着いて、周りの人と一緒に安全な場所に逃げましよう。 

 

④避難生活について 

【避難所に着いたら】 

●安否情報と避難先などを家族や親戚、支援者などに連絡しましょう 

●避難所の名簿に登録しましょう(安否や所在の確認のためにも登録しましょう) 

・要援護者見守り支援事業に登録をしている方は、そのことを伝えましょう。 

・避難所生活でどんなことが困りそうか、わかる範囲で伝えましょう。 

・受付で、自分の障がい、体の状況や生活上の注意事項などを伝えましょう。 

・特別な配慮や福祉避難所などを希望する方は申し出ましょう。 

・内部障がいや難病の方は外見からわからないこともあるので、自分の疾患を説明し、周囲

の理解を求めましょう。(共同作業ができない、支給される食事が食べられないなど) 

【避難生活では】 

・体調が悪いときは、避難所運営者にすぐ連絡しましょう。また、周りの人に医療機関への

連絡を頼みましょう 

・医療行為を受けている方は、避難時や避難所に着いてから、かかりつけの医療機関に連絡

し、対処方法を確認しましょう。  

【避難せず自宅で生活するときは】 

避難をせずに、自宅に留まる場合は、自宅にいることを行政区長や民生委員などに伝え、水、

食料、援助、物資の配布情報などを知らせてもらえるようお願いしましょう。 

【車中泊やテント泊をするときは】 

 車中泊・テント泊をする方は以下のことに気をつけましょう。 

・車やテントは周囲の安全を確認して設置しましょう。 

・災害情報や配給物を確保するため、避難所に定期的に出向きましょう。 

・安全や心の健康のため、周囲の方と常に声を掛け合いましょう。 

・血栓ができないように車やテントに閉じこもらず、できる限り外で身体を動かしましょう。 

【遠くの親戚•知人の家などに避難するときは】 

 避難することを行政区長や民生委員などに伝え、自身の安否情報を伝えましょう。 
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「共助」について<支援者向け> 

 東日本大震災のような大きな被害をもたらす災害では、行政(市役所、警察、消防など)は

同時に全ての現場に向かうことはできません。また、避難所の設置や救援物資の到着には時

間がかかることが考えられます。災害発生時や発生後に、自主防災組織や自治会、支援者の

方などが、自分の地域は自分たちで守るという意識を持ち、みんなで助け合うことも大切な

ことです。こうした状況では、地域内(ご近所)の方々の救助活動や支援活動が重要です。 

 平時から地域で暮らす障がいのある方の把握や日常的な声掛け、地域の活動等を通じた交

流を心掛けてください。 

 また、発災時には避難に困難を抱える方も多いことから積極的に手助けを行いましょう。

避難所においては、一般避難所であっても、「要配慮スペース」などを設けるなどして、障害

のある方でも安心して避難生活を送ることができるよう、配慮することも求められます。 

 以下では、支援者向けに災害時における障がい種別ごとの対応を記載しています。 

 障がいの種別が重複していることもあります。介助や支援をする際には、本人や支援者か

ら支援方法について、よく確認しましょう。 

 

１ 障がいに応じた対応 

①肢体不自由の方 

【障がいの特性】〜自力で歩行や素早い避難行動が困難～ 

 肢体不自由の方は、先天的または病気、事故、加齢によって運動機能に障がいがあります。 

 災害発生時、まず直面する問題が「避難」です。体を動かすことに支障があることが多い

ため、自分の体を守ること、自力で避難・脱出することが困難です。 

 また、行動に制限があるため、多くの方が車いすや杖などの福祉用具や日常的な介助を利

用して生活をしていることから、避難生活においても食事や排泄、入浴、移動などにサポー

トが必要です。 

 運動機能の障がいといっても、その原因は神経系、脳、骨、関節、筋肉などさまざまで、症

状や障がいも手や足、体など一人ひとり状況が異なります。 

 

１障がいのある方を介助・支援するとき〜相手の希望に沿うこと〜 

 肢体不自由の方を介助・支援するときは、障がいのある方がどのような方法で支援してほ

しいかなどの希望を聞いて、できる限り希望に添えるよう対応することが重要です。 

２介助・支援の方法 

●歩行困難な方を救助する場合 

・容易に車いすに乗れる場合は車いすを使用してください。 

・車いすに乗る時間もない場合は、毛布•マットレスなどに乗せ、引きずって救助しましょう。 

・ベッドに寝ている場合は、頭部を守ってマットレスごとベッドから降し、マットレスを引

きずって救助しましょう。 
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●杖歩行の方を誘導する場合 

・段差やでこぼこの少ない場所を選んで歩くようにしましょう。 

・誘導する方は、基本的に杖を持っていない側(マヒ側)に立ち、ズボンやベルトをしっかり

持って腰の部分を支え、バランスを崩したときに対応できるようにしましょう。 

●ひとりでの救助が難しいと思われるときは、速やかに応援を依頼しましょう。  

３避難所で生活するとき 

 避難所に避難した際、受付で避難者名簿への登録を行います。この登録の際に、必要な設

備や介助についての希望を確認して、避難所の運営者に伝えましょう。(避難所のトイレが使

用できない場合なども考えられますので、支障を生じることがないかなど、障がい者本人に

よく確認しましょう。) 

●障がい者に応じた環境整備や配慮をしましょう 

・車いすや歩行困難者が動ける環境を整備しましょう。(通路確保、段差の解消、通路に物を

置かないなど) 

・車いす対応トイレがある場合、トイレの場所を案内し、本人の意向を確認の上、トイレに

近い場所を確保するなど、移動が少なくて済むよう配慮しましょう。 

・体温調節が困難な人もいるので、優先的に毛布等を用意しましょう。また、「寒くないです

か」など、声掛けをしましょう。 

●マンパワーを確保しましょう 

・介助者や介助技術を指導できる人を配置しましょう。 

・食事•排泄•入浴•移動などの積極的なサポートをしましょう。 

●電動車いすなどバッテリー利用者のための電源を確保しましょう 

 

～車いすを利用されている方などの移動の手引き（例）～ 

・10cm程度の段差は 傾けて持ち上げられます。 

・下り坂は後ろ向きに降りると落下しません。 

・エレベーターが使えないときは、手動車いすは 2〜4人で持ち上げられます。 

・電動車いすは押すと壊れることがあり、100kg以上になるので持ち上げるのは危険です。 

・車いすが使えない坂道や高層階では、おぶい紐や担架を用意しておくと安心です。 
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②目の不自由な方 

【障がいの特性】～視覚による状況の把握が困難・単独では素早い避難行動が困難～ 

 目の不自由な方とは、視力や視野に障がいがある方で、光を全く感じない全盲の方、弱視

の眼鏡などを使用することで拡大文字が識別できる方、視野が極端に偏る視野狭窄の方など

さまざまです。 

 災害発生時、目からの情報が得られず、危険を回避することが難しくなります。普段問題

なく生活していた場所も、災害で家や避難経路などの状況が一変すると安全に行動すること

が難しくなります。 

 

1 障がいのある方を介助・支援するとき～言葉による情報説明が必要〜 

 目の不自由な方を介助・支援するときは、「何かお手伝いしましょうか」と声を掛けてくだ

さい。また、周囲の状況を目で確認できないため、言葉で状況などを説明してください。 

２介助・支援の方法 

●誘導する場合 

・白杖を持っていない側または盲導犬と反対の側に立ち、一歩先を歩き、肘の上または肩を

つかんでもらいます。 

・歩行速度は本人に合わせ周囲の状況を説明しながら、気をつけて歩いてください。 

・後ろから押す、手を引っ張る、肩や白杖をつかむことはしないでください。 

・「前に」「後ろに」などの具体的な位置や、「階段がある、段差がある」「上る、下りる」など

行く先の状況が分かるように説明してください。 

・時計の文字盤で方向(11 時の方向等)を伝えるなど、何メートル等の位置を具体的に伝えて

ください。 

・避難する際は、周囲の状況をどのような状況なのかを具体的に説明しながら誘導してくだ

さい。 

・盲導犬と一緒の場合は、歩く方向を説明し、直接盲導犬を引いたり、触ったりしないでく

ださい。 

３避難所で生活するとき 

●避難所内を案内しましょう(避難所の設備、トイレの場所、部屋の広さなど) 

●障がい者に応じた環境整備をしましょう  

・壁づたいに移動できるような工夫をしましょう。 

・周囲の状況が把握しやすい場所(移動が少ない入口の近くやトイレに行きやすい場所、壁際

など) で過ごせるよう配慮しましょう。また、周囲の状況が変化したら、その都度説明しま

しょう。 

・視覚障がいのある方には、災害支援用ビブスの着用を促しましょう。 

●情報伝達方法を確立しましょう 

・市の広報紙や生活情報などの文字による情報は、必ず何が書いてあるのか伝えるようにし

ましょう。 

・点字の読み書きができない方もいるので、音声によるコミュニケーションも必要です。 

・情報は指示語(これ・あれ•あちらなど)を使わず、できるだけ具体的な表現にしましょう。 
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●本人が置いた物を移動させる場合は、移動した場所を伝え、触って確認してもらってくだ

さい  
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③耳または話すことが不自由な方 

【障がいの特性】〜音声による指示が認識できない・視界外の危険を察知することが困難〜 

 耳の不自由な方は、外見からはわかりにくい障がいで、全く聞こえない方や補聴器を使用

することで会話ができる方などさまざまです。声を掛けても返事がなく、「無視された」「失

礼だ」と感じることもあると思います。また、発音が不明瞭で聞き取りにくい場合もありま

す。 

 災害時の情報の多くが「音声」によって伝達されるため、必要な情報の入手が困難です。 

 

１障がいのある方を介助•支援するとき ～視覚による情報伝達が必要〜 

 耳または話すことが不自由な方を介助・支援するときは、音で情報を得ることが難しいた

め、できるだけ視覚で情報を伝えるようにします。聴力損失の時期や程度により、コミュニ

ケーション手段が異なり、全ての方が手話を使えるとは限りません。 

 災害発生後の捜索時も、声や音が聞こえないため、ライトを使って捜索者がいることを伝

える方法が考えられます。 

 また、意思や気持ちを口頭で伝えられなかったり、口頭で伝えるには時間を要します。本

人の受け答えの様子を見ながら、複数の方法で情報を伝達してください。 

 耳が不自由な方は、周囲の情報などが不足するため、支援者等が引率すると安心して避難

できます。 

２介助•支援の方法 

●手話以外にもさまざまなコミュニケーション手段(身振りと表情、ロの動き(読話)、携帯電

話などの画面を見てもらう、筆談、紙だけでなく、手のひらや空中に書く)があります 

●会話をするときは 

・どんな方法で会話する時も、まず肩を軽く叩いたり、合図で注意を引きつけてから始めて

ください。 

・前に回って、はっきり口を開けて、普段の速さで話してください。 

・「おにぎりが」「配られます」のように文節ごとに区切って話してください。 

・筆談は、「いつ」「どこで」などを簡潔に書いてください。 

●サイレンも市の防災無線も聞こえませんので、緊急時の情報は、必ず知らせてください 

・時には命に関わるので、緊急情報はメモにして伝えて、正しく伝わっているかを確認して

ください 

３避難所で生活するとき 

●情報伝達の方法や視覚による情報伝達など、一緒に支援してもらえる人を確保しましょう 

・情報を文字で伝える「お知らせ掲示板」などを設置しましょう。 

・周囲との会話ができず孤立しないよう、時々様子をうかがいましょう。 

・手話通訳者や手話ができるボランティアを可能な限り配置しましょう。 

・聴覚障がいのある方には、災害支援用バンダナの着用を促しましょう。 

●停電時の夜間は、手話や筆談はできません。手の届くところに懐中電灯などを確保しまし

ょう 
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④目と耳の不自由な方 

【障がいの特性】～ひとりでの避難が不可能・孤立による不安と恐怖の軽減～ 

 視覚と聴覚の両方に障がいがある人を「盲ろう者」といいます。 

 盲ろう者は、次の 4つに分けられます。 

(1)全く見えず聞こえない(全盲ろう) 

(2)全く見えず少し聞こえる(全盲難聴) 

(3)少し見えて全く聞こえない(弱視ろう)  

(4)少し見えて少し聞こえる(弱視難聴) 

 障がいの状況などによりコミュニケーション方法が異なります。手話、触手話、点字、音

声などの方法がありますが、手のひらに指で字を書く「手のひら書き」が多く使われていま

す。 

 災害発生時には、状況の把握が困難であるため、ひとりでの避難や脱出は不可能です。移

動するためには必ずサポートが必要になります。さらに発音が不明瞭で聞き取れない場合も

ありますので、コミュニケーションのとり方が重要となります。 

 また、人に触れなければ隣にいる人の存在もわかりません。大勢の人の中でも周囲にいる

人の存在を感じることができないため、被災時の孤立感からくる恐怖や不安は私たちの想像

を絶するところです。 

 

１障がいのある方を介助・支援するとき〜状況把握が困難〜 

 目と耳の不自由な方を介助・支援するときは、目と耳からの情報入手が困難なので、緊急

時などに瞬時の状況把握や判断ができません。緊急時にどう意思疎通をとるかがポイントに

なります。 

２介助支援の方法 

●目の不自由な方に声掛けしても反応がない場合は、盲ろう者かもしれません。まず正面か

ら肩か腕を軽く叩いて、注意を促してから、手のひらに文字を書いて、コミュニケーション

を図ってみてください(手のひらに文字を書くときは、1文字ずつ大きく書いてください) 

●誘導する場合 

・白杖を持っていない側、または、補聴器装着側に立って、誘導する人の肘の上、または肩を

つかんでもらいます。 

・誘導するときは、自分が半歩前に出て、肩や肘などにつかまってもらい、足元に注意しつ

つ、相手の歩くスピードに合わせて歩きましょう。 

・後ろから押す、手を引つ張る、肩や白杖をつかむことはしないでください。特に、階段や段

差があるところでは気をつけましょう。 

•足元だけでなく、盲ろう者の身長と同じか少し低い木の枝、看板などには十分注意してくだ

さい。  

３避難所で生活するとき 

●マンパワーを確保しましょう 

・盲ろう者通訳介助員を配置するなどの配慮をしましょう。 

・移動時にサポートする人は、誘導方法を理解しておきましょう。 
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●環境整備の配慮をしましょう 

・壁づたいに移動できるような工夫をしましょう。 

・壁づたいに移動するので、トイレに近い場所や避難所•居室の出入口付近に生活の場を設け

ましょう。 

・トイレへの誘導で初めて利用する場合は、トイレの入口ではなく個室まで案内し、トイレ

の中の様子(便器の向き、水の流し方など)を説明しましょう。 

●情報からの孤立を防ぎましょう 

・本人に合ったコミュニケーション方法による情報提供をしましょう。 

・情報提供後は、伝わっているかどうか常に確認しましょう。  
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⑤内部障がい、難病のある方 

【障がいの特性】～自力歩行や索早い避難行動が困難、医療的ケアや常畤使用の医療機器・

医薬品が必須～ 

 内部障がいのある方は、さまざまな臓器や免疫機能に障がいのある方で、常に生命維持の

ための医療的ケアや、継続した医療や健康管理、介護が必要です。被災すると治療やケアが

受けられなくなると命にかかわるので、日ごろからの準備が大切です。また、障がいが外見

からはわかりにくいため、周囲の理解が必要となります。 

 難病とは、病気の原因が不明だったり、治療の方法が確立されていないため、後遺症を残

すおそれがある疾患です。普段から医療を必要としている点では、内部障がいと同様ですが、

病気によって症状もさまざまなので、他の障がいへの対応を参考にしてください。 

 

１障がいのある方を介助•支援するとき ～外見からはわからないため、周囲の配慮が必要～ 

 内部障がいとは、心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓などの機

能の障がいです。外見などでは障がいがあるかどうかがわかりにくく、また、自力歩行や素

早い避難行動が困難な場合もあります。病気の程度や障がいの状態によって、必要な支援が

大きく異なるため、一人ひとりの状況把握が必要です。 

２介助・支援の方法 

●どのような支援や配慮が必要か、本人や家族に確認しましょう 

●本人の依頼があれば、必要に応じ医療機関に連絡して、その指示に従いましょう 

●携帯電話は、ペースメーカーに誤作動を生じさせる可能性があるので、使用する場合は本

人に確認しましょう 

３避難所で生活するとき〜いつも通りの治療やケアが継続できるか〜 

●医療機関との連携に努めましょう 

・薬、食事、器具など必要な物の確保に努めましょう。 

・医療行為を受ける必要のある人には申し出てもらい、行政と連絡をとって受入可能な病院

の確認や移動手段を確保しましょう。 

・特別な治療が必要な方や体調のすぐれない方は、医療救護所や看護師、保健師などに相談

しましょう。 

・医療的なケアや介護を要する場合には、医療機関などへの移送について検討しましょう 
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⑥知的障がいのある方 

【障がいの特性】〜自分で危険を判断し行動することが困難•急激な環境変化への適応が困難

〜 

 知的障がいは、先天的な疾患や出産時の事故、乳幼児期の高熱などが原因で生じた脳の障

がいで、発達期(18 歳未満)に知能の発達が遅滞した状態にとどまってしまい、学習•日常生活

の維持•社会生活への適応などが著しく困難となる障がいです。障がいの程度は、ひとりでは

日常生活の維持 (衣・食・排泄など)や意思疎通が困難で常に介助や保護が必要な人から、ひ

とりで社会生活ができる人までさまざまです。 

 災害時に影響がありそうな障がいの特性としては、次のようなことがあります。 

・急激な環境の変化への対応が苦手で、パニックを起こすことがあります 

・理解力の遅れにより、突発的な出来事に対処できない 

・適切な判断ができない 

・学習するのに時間がかかり、すぐには覚えられない 

・行動パターンなど、強くこだわりをもつ 

・コミュニケーションがうまくとれない 

(感性がするどく、快・不快などもはっきり感じていますが、それをうまく伝えることができ

ません) 

 

１障がいのある方を介助・支援するとき〜本人のペースに合わせて、わかりやすく～ 

 知的障がいのある人の中には、環境の変化を理解できず気持ちが混乱したり、状況に合わ

せた行動ができない人がいます。また、恐怖で動けなくなることもあるので、介助をすると

きは必ず「何か困っていますか」などの声掛け(名前がわかっている方であれば名前を呼ぶ)

をしたうえで、わかりやすく説明し、安全な場所まで誘導してください。 

２介助・支援の方法 

●イス等に座ってもらい、落ち着いた口調でやさしく話しましょう。本人が混乱していると、

話が伝わりにくくなります。 

●「どうしますか」という判断を委ねるような質問や詳しく説明をすればするほど、かえっ

て混乱を招いてしまうので、ゆっくりと、具体的に、短い文にしましょう。「あれ」「これ」

「それ」などの表現を避けてわかりやすい言葉で説明してください。 

●「危ない」「怖い」など不安になる言葉をさけ、安心する声掛けをしながら避難誘導してく

ださい。 

●本人が言ったことを復唱すると、相手にも伝わったことがわかり、安心感に繋がります。 

●不安から大声を出しても、叱ったり、押さえつけないで落ち着いて接してください。 

●ケガや痛みがあっても伝えられない人、痛みに鈍感な人がいるので、表情をよく確認して

ください。  

３避難所で生活するとき 

 知的障がいの特性により、障がい者本人はもとより家族や介助者も誤解や偏見・非難を受

けやすい側面があるので、避難所生活に配慮する必要があります。 

●環境整備の配慮をしましょう 
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・顔見知りの人や仲間と一緒に生活できるエリアを設置しましょう。 

・パーテーション(間仕切り)の設置や個室の用意など、落ち着ける空間を確保しましょう。 

・介助する家族の精神的ストレスを軽減するための相談窓口を設置しましょう。 

●言葉で理解できなくても、絵に描いたり、メモなど視覚面を含めたコミュニケーションで

伝わる方もいます。絵、図、文字(ふりがな併記)など、その方が理解できる方法で情報を伝

えましょう。 

●周りの理解と協力を促しましょう 

・身の回り品や食べ物への特別なこだわりなどの障がい特性を理解しましょう。 

・ひとりでは災害状況の把握や避難所での生活が困難なので、介助者や周囲のサポートが必

要です。  
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⑦精神障がいのある方 

【障がいの特性】～災書発生時には精神的動揺が激しくなる埸合がある•普段服用している薬

が必要〜 

 精神障がいとは、脳内の伝達機能の不都合等によりさまざまな精神•身体症状や行動の変化

が現れ、誰もがかかり得る心の病です。投薬や治療により、症状をコントロールしながら生

活しています。 

 災害時には環境の変化により、不安の高まりや神経が過敏になるため混乱することもあり

ます。 

 また、周囲の状況や自身の行動の判断、柔軟な対応が難しい人もいます。外見からはわか

りにくいために理解されずに孤立してしまう人もいます。 

 病気や事故等の後遺症による「高次脳機能障害」のある方の場合、高次脳機能障がいによ

り、言葉や文字で伝えてもすぐ忘れてしまったり、何度も同じことを質問したりする人もい

ます。 

 

１障がいのある方を介助・支援するとき〜不安を和らげる避難誘導を〜 

 精神障がいのある方は、ストレスに弱い方や神経が過敏な方、コミュニケーションが苦手

な方、急な環境の変化に適応しにくい方など、さまざまです。不安を和らげることを心掛け

て落ち着いた態度で接してください。 

２介助・支援の方法 

・自分から介助や支援を申し出ることを遠慮してしまう人もいるので、やさしく声を掛けて

ください。 

・不安を和らげる避難誘導を心掛けましょう 

・冷静な態度で、災害の状況や避難所の位置などをわかりやすい言葉で説明してください。 

・本人を安心させ、冷静さを保つよう声を掛けましょう。 

・大声を出したり行動が異常になっても、叱ったり、押さえつけないようにしましょう。 

・大きな声で指示したりすると、不安が強くなる場合があるので、控えてください。 

・ヘルプカードを確認しましょう 

・混乱して自分の状況や必要な支援を伝えられないこともあるので、必要なサポート内容や

注意点、薬を常用している人であれば、薬の携行を確認してください。 

３避難所で生活するとき 

•福祉避難所の説明をし、受付時に希望を確認しましょう 

•パーテーション(間仕切り)を設置したり、家族や知人と一緒に生活できるようにするなど、

落ち着ける空間づくりの対応をしましょう 

●周りの理解と協力が必要です 

・薬の飲み忘れがないようにすることや、心理的に孤立しないよう見守りましょう。 

・急激な環境の変化により、精神的に不安定になったり、病状が悪化する場合があるため、

無理強いせず本人の意思を尊重してください。 

・避難所で一緒に生活する家族の心労や悩みを理解し、居場所を確保できるような配慮をし

ましょう。 
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⑧発達障がいのある方 

【障がいの特性】～急激な環境の変化により、精神的な動揺が見られる〜 

 発達障がいのある方とは、自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害その他これに類ずる脳機能の障がいがある方を指します。 

 いつもと状況が違ったり、変化が起こると対応できず 、落ち着きがなくなったり、パニッ

クを起こしたりすることがあります。他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとて

も苦手な場合もある一方、優れた能力が発揮されている場合もあり、まわりから見て、アン

バランスな様子が理解されにくい障がいです。 

 また、一見、障がいがあるように見えない人も多くいます。 

 

１障がいのある方を介助・支援するとき〜説明は「ゆっくり」「穏やかに」「短く」「具体的に」

〜 

 周りの人たちとのコミュニケーションをとることが難しく、災害時には状況の急変を正確

に感じとることができず、家の中にひとりで取り残される可能性があります。皆さんに一斉

に伝えるだけで なく、本人に個別に声を掛けてください。また、大人の場合、子ども扱いを

しないようにしてください。 

２介助•支援の方法 

●説明や指示をするときは、抽象的な表現は用いず、具体的な言葉を示してください 

●否定的な言葉ではなく、肯定的でわかりやすい言葉(単語)を使ってください 

●大きい声や強い口調に驚いて混乱を起こす人もいますので、穏やかに優しく話しかけてく

ださい  

•不安から急に混乱することがありますが、イスなどに座ってもらい、気持ちを静めるように

してください。 

•ケガや痛みがあっても伝えられない人、痛みに鈍感な人がいますので、よく確認してくださ

い。 

•落ち着くことができず動きが活発になってしまう場合もあります。避難や行動を促す際には、

状況に応じて手をつなぐなどしてください。 

３避難所で生活するとき 

●福祉避難所の説明をし、受付時に希望を確認しましょう 

●環境整備の配慮をしましょう 

・座布団やイスなどを置いて、本人の居場所を明示しましょう。 

・パーテーション(間仕切り)を設置するなど、落ち着ける空間づくりの対応をしましょう。 

※パーテーションには、配慮が必要なことを伝える表示をし、周囲もその状況を理解できる

ようにしましょう。 

●避難所での過ごし方を絵や短い文に書いて、本人と一緒に確かめましょう 
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⑨医療的ケアが必要な方 

【障がいの特性】～人工呼吸器や胃ろう等の医療的ケアが必要〜 

 人工呼吸器の管理や経管栄養などといった医療的な援助が日常的に必要な方です。 

 医療や福祉による支援が常に必要なため、一般の避難所では対応が困難な場合があります。 

 人が集まる場所では衛生環境が悪化しがちですが、それにより感染症に罹患しやすく、場

合によっては命を落とす方もいます。 

 

１障がいのある方を介助・支援するとき〜支援方法は家族や支援者に確認〜 

 電源を必要とする医療器具を使用している場合が多く、また専門的なケアの必要性から、

福祉避難所や病院、また被害状況によっては自宅が最も適切な避難場所になることもありま

す。在宅避難の場合には、支援者への支援についても 考える必要があります。 

２介助•支援の方法 

●避難をする際には医療器具等を持ち出す必要があったり、大型の車いすやベッドで移動し

なくてはならない場合もあり、人手が必要となります 

３避難所で生活するとき 

●福祉避難所の説明をし、受付時に希望を確認しましょう 

・医療行為を受ける必要のある人には申し出てもらい、行政と連絡をとって受入可能な病院

の確認や移動手段を確保しましょう。 

●電源を必要とする医療機器を用いている人の場合には、電源が確保できるよう配慮しまし

ょう 

・食形態の変化に適応が難しい方もおり、通常の非常食や炊き出しなどを口にすることがで

きない場合があります。特別な非常食の調達や、必要な調理や加工ができるよう配慮しまし

ょう。 
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「公助」について<障がい者・支援者向け> 

 「公助」とは、行政機関による救助や援助のことです。 

 以下では避難場所・避難所、要援護者見守り支援事業、災害時支援用ビブス・バンダナ、へ

ルプカード等について記載しています。 

 

１ 指定緊急避難場所•指定避難所について 

•指定緊急避難場所 

 災害が発生または発生するおそれがある場合にその危険から命を守るために緊急的に避難

する場所として、地震・洪水の災害の種別ごとに安全性等の一定の基準を満たした施設また

は場所です。 

•指定避難所 

 避難した方々が災害の危険性が無くなるまで一定期間、または災害により家に戻れなくな

った方々が一時的に滞在できる場所です。なお、指定避難所は指定緊急避難場所と兼ねる施

設もあります。 

 

指定緊急避難場所・指定避難所の一覧 

 

 

【拠点避難所】小・中学校等の施設を利用する避難所で、避難所以外の被災者に対しても、

情報や物資の提供をする拠点施設です。 

【補助避難所】拠点避難所だけではすべての避難者に対応できない場合の避難所です。また、

自主避難されて来た場合にも受け入れ可能な施設です。 

【福祉避難所】高齢者、障がいのある方、妊産婦など、一般の避難所では生活に支障があり、

特別な配慮を必要とする方を受け入れる避難施設です。 

 

福祉避難所の一覧 

 

 

【一時避難場所】災害時に被害を受け、又は受けるおそれのある市民が一時的に危険を回避

する場所並びに近隣住民が集団を形成する場所であり、主に自治会等が任意に

選定する自治会集会所等があります。 

 

避難場所・避難所の受入について 

 避難場所・避難所の受け入れ地域は特に限定していません。道路の冠水や建物崩壊などに

よる避難経路の遮断によって、避難する場所が異なってきます。あらかじめ近くの避難場所•

避難所を複数確認しておいてください。 
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福祉避難所とは 

 福祉避難所とは、避難所生活において、何らかの配慮を必要とする災害時要援護者(高齢者、 

障がいのある方、妊産婦、乳幼児、病弱者など)の方が安心して避難生活できるよう、施設の

バリアフリー化など、特別な配慮を施した避難施設をいいます。 

 福祉避難所は、原則として災害発生時に必要に応じて開設される「二次的避難所」ですが、

災害が発生、又は発生する恐れがある場合には、拠点避難所の開設に合わせて、２か所の福

祉避難所を開設します（ふれあいセンター久喜、久喜特別支援学校）。その後、状況に応じて

それ以外の福祉避難所の開設を行います。 

 

福祉避難所への避難の流れ 

１、災害が発生、又は発生する恐れがある場合は、まず身近な拠点避難所、補助避難所又は

指定緊急避難場所に避難してください。 

※予め個別支援プラン又は個別避難計画により、福祉避難所に避難する計画を作成し、市に

提出して承認を受けた方については、直接、福祉避難所に避難することもできます。直接避

難を希望する方は、社会福祉課（☎0480-22-1111/ FAX 0480-23-0699）にご相談ください。 

 

 

２、それぞれの指定避難所において、市職員等が避難者の身体状態や必要な支援などの状況

を考慮し、福祉避難所への移送対象者を決定します。 

 

 

３、「ふれあいセンター久喜」、「久喜特別支援学校」以外の福祉避難所は、施設の安全確認、

避難スペースの確保、スタッフの配置、物資の搬入など、 運営体制が整い次第開設し、

決定された移送対象者を受け入れます。 

 

 

４、拠点避難所、補助避難所から福祉避難所への移送は、移送対象者のご家族や地域の支援

者(自治会やボランティアなど)により行うことを原則としていますが、ご家族の方など

での移送が困難な場合は、状況に応じて福祉車両等での移送を行います。 
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個別支援プラン又は個別避難計画を 

作成し、社会福祉課に提出することで 

福祉避難所に直接避難することができます 

 

    自力・協力による避難            避難生活が困難な場合 

 

 自宅            拠点避難所・補助避難所                福祉避難所 

 

 

※福祉避難所は、移送対象者だけでなく、ご家族の方も避難することができます。ただし、

スペースの都合により、ご家族については、移送対象者の支援に必要な最低限の人数となり

ます。 

 

個別避難計画‥久喜市で実施している要援護者見守り支援事業において、平時・災害時に見

守り等が必要な方に対する支援の内容を個人ごとにまとめた「個別支援プラ

ン」に避難経路等を添付したもの。計画作成後も、当事者・支援者の状況の

把握に努め、都度見直しを行っていきます。 
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２ 要援護者見守り支援事業 

 近隣住民、区長(自治会)、民生委員•児童委員、自主防災組織の方々など、地域の皆さんに、

要援護者を支える支援者となっていただき、災害発生時の安否確認や避難のお手伝い、平常

時における声掛け運動など、地域ぐるみで見守り支援を行っています。 

 見守りを希望する場合は、要援護者見守り支援登録申請書兼個別支援プランの申請が必要

です。災害時に備えて、申請をご検討ください。 

 福祉避難所に直接避難を検討されている方は、「個別支援プラン」に避難経路等を添付する

必要があります。 

 

•見守りの対象となる方 

1障がいのある方 

•身体障害者手帳 1級、2級 

•療育手帳○A、A 

•精神障害者手帳 1級 

•難病患者 

•障害支援区分 3以上(障害支援区分 3～6の方) 

2 高齢者(65 歳以上の方) 

•ひとり暮らし 

•高齢者のみの世帯 

•日中•夜間独居世帯 

•要介護 3以上(要介護 3～5の方) 

3 状況によって手助けが必要となる方 

•妊産婦、乳幼児、児童、外国人など 

4その他援護を必要となる方 

 

•申請方法 

 申請書(兼個別支援プラン)に避難経路等を記入し、提出する必要があります。 

 避難経路の作成に不安がある場合は、社会福祉課で一緒に作成することも可能ですので、

ご相談下さい。 

 

 

 

•問い合わせ 

 久喜市役所社会福祉課社会福祉係 ☎0480-22-1111  FAX 0480-23-0699 
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３ 災害時支援用ビブス・バンダナ、ヘルプカードなど 

①視覚障がい者災害時支援用ビブス 

 視覚障がいのある方は外見上障がいがあることが伝わりづら

く、災害時に周囲から支援を受けにくいことがあります。このビブ

スを着用することで着用者に視覚障がいがあり、支援が必要であ

るという情報を伝えることができます。 

 災害時にこのビブスを着用している方を見掛けた際は、「何かお

困りのことはありませんか」とお声掛けください。 

 

※ビブスは市役所障がい者福祉課または各行政センター福祉係で配布しています。 

 

②聴覚障がい者災害時支援用バンダナ 

 聴覚障がいのある方も外見上障がいがあることが伝わりづ

らく、災害時に周囲から支援を受けにくいことがあります。こ

のバンダナを着用することで周囲に手話や筆談等のコミュニ

ケーション支援が必要であるという情報を伝えることができ

ます。 

 災害時にこのバンダナを着用している方を見掛けたけた際

は、手話や筆談等による対応をお願いします。 

 

※バンダナは市役所障がい者福祉課または各行政センター福祉係で配布しています。 

 

③ヘルプカード 

 障がいのある方は、緊急時の連絡先や、支援してもらいたい

ことを記入した「へルプカード」 を携帯しましょう。ヘルプ

カードは、災害時以外でも周囲に支援を求めたいときに使え

ますので、カード入れや財布に入れて、いつも持ち歩きましょ

う。また、家族や緊急連絡先となる方などに、ヘルプカードを

持っていることを知らせておきましょう。 

 

※ヘルプカードは市役所障がい者福祉課、各行政センター福

祉係などでも配布しているほか、市ホームページからもダウ

ンロードできます。 

 

 

④久喜市防災アプリ 

 防災行政無線の放送や災害時の避難情報、ハザードマップなど

が、お手持ちのスマートフォンやタブレット端末でいつでも確認

できるようになります。アプリのインストール、閲覧は無料です。

（通信料は別途かかります） 
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⑤防災行政無線の電話応答サービス 

 災害情報などを市民の皆さんにお伝えするために、防災行政無

線による放送を行っていますが、放送内容が聞き取りづらい場合

に防災行政無線で放送された内容を電話で確認できるサービスを

提供しています。 

 携帯電話からは 0480-22-6177（有料）をご利用ください。 

0120-220-300 

（通話料は無料） 

 

⑥久喜市メール配信サービス 

 防災行政無線の放送内容のほか、子育て支援情報、市政・イベン

ト情報、安全・安心情報をメールで配信しています。 
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